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平成２１年７月２９日判決言渡

平成２０年(ネ)第１００８０号 特許権侵害差止等請求控訴事件

（原審・大阪地方裁判所平成１９年(ワ)第１３２４４号）

口頭弁論終結日 平成２１年５月２５日

判 決

控 訴 人 株 式 会 社 カ テ ル

控 訴 人 Ｘ

控訴人ら訴訟代理人弁護士 吉 峯 啓 晴

同 吉 峯 康 博

同 室 伏 美 佳

同 高 橋 拓 也

同 金 舜 植

同 大 井 倫 太 郎

同 木 ノ 切 隆 行

同 大 河 原 啓 充

同 中 村 栄 治

同 朴 鐘 賢

被 控 訴 人 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

訴 訟 代 理 人 弁 護 士 大 野 聖 二

訴 訟 代 理 人 弁 理 士 鈴 木 守

主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は，控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。
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２ 被控訴人は，別紙決済方法目録記載の決済方法を使用してはならない。

３ 被控訴人は，控訴人らに対し，金１０００万円及びこれに対する平成１９年

１１月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

４ 訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。

第２ 事案の概要

控訴人ら（以下「原告ら」という。）は，「決済方法及び該決済方法を採用

した決済システム並びに決済管理サーバ」の発明に係る特許権（特許番号第３

６７１３７５号。以下「本件特許権」という。）の特許権者である。

原告らは，被控訴人（以下「被告」という。）が株式会社エムティーアイの

提供する楽曲の情報料金について使用する決済方法（以下「被告方法」とい

う。）が，本件特許権の特許発明の技術的範囲に属し，本件特許権を侵害した

ものであると主張して，被告に対し，民法７０９条，特許法１０２条２項に基

づき，不可分債権として，各自金１０００万円及びこれに対する訴状送達の日

の翌日である平成１９年１１月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払を求めた。これに対し，被告は，被告方法は本件特許

発明の技術的範囲に属さないと主張して，これを争った。

原判決は，被告方法には本件発明の「決済管理サーバ」が存在せず，また，

被告方法では本件発明の「認証情報」を用いていないから，被告発明は本件特

許発明の構成要件を充足しないとして，原告らの請求を棄却した。原告らは，

これを不服として控訴し，控訴の趣旨記載の判決を求めた。

前提事実，本件の争点は，原判決の「事実及び理由」の「第２ 事案の概

要」中の「１ 前提事実（争いのない事実）」及び「３ 争点」記載のとおり

であるから，これを引用する。なお，略語は，原判決と同一の表記を用いる。

第３ 争点に係る当事者の主張

１ 原判決の訂正

次のとおり訂正するほかは，原判決の「事実及び理由」の「第３ 争点に係
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る当事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決１０頁２行目の「本件特許請求の範囲」を「本件特許権の出願の

願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範

囲」に，１９行目の「本件特許請求の範囲」を「本件明細書の特許請求の範

囲」に改める。

(2) 原判決１０頁４行目，１２行目，１２行目から１３行目，２３行目，２

４行目，２６行目，１１頁１２行目，１３行目，１２頁１７行目，１３頁１

１行目，１３頁１１行目から１２行目，１６頁１２行目，２０行目，１７頁

７行目，１８頁４行目，２０頁１９行目の「特許」を「発明」に改める。

(3) 原判決１０頁９行目，１７行目，２２行目の「特許」を「特許権」に改

める。

(4) 原判決１４頁１１行目の「本件特許発明」を「本件特許権」に改める。

２ 当審における原告らの主張（新たな主張を含む。）

被告方法は，原判決別紙「被告主張方法目録」４記載の「被告方法の概要」

のとおりであることは認める。しかし，甲３の画面⑧，⑩及び⑪の各図面によ

れば，各特徴点があるので，以下では，被告方法について，その特徴を前提と

して，各構成要件該当性を主張する。

(1) 構成要件Ａ充足性

被告方法は，コンピュータネットワーク上に開設されたホームページＭＵ

ＳＩＣ．ＪＰにおいて，提出されている楽曲のうち３０コイン分の楽曲（有

料情報等）が購入できる３０コイン（認証情報）を，それを購入する意思表

示をした利用者の携帯電話機に対して発行し，３０コイン（を行使するこ

と）によって上記楽曲を購入する際に発生する代金３１５円を当該コンピュ

ータネットワークに接続されたＭＴＩサーバ（決済管理サーバ）を介して決

済する決済方法である。

したがって，被告方法は，「コンピュータネットワーク上に開設されたホ



- 4 -

ームページにおいて提供されている有料情報等が購入できる認証情報を，該

有料情報等を購入する意思表示をした利用者の携帯電話機に対して発行し，

当該認証情報によって有料情報等を購入する際に発生する代金を当該コンピ

ュータネットワークに接続された決済管理サーバを介して決済する決済方

法」（構成要件Ａ）を備えている。

(2) 構成要件Ｂ充足性

甲３の画面⑧，⑩によれば，被告方法においては，「承諾しＭＵＳＩＣ．

ＪＰ３００に登録」をクリックすることが示されている。クリックによって

発生した信号は，当該携帯電話機を特定する情報と３０コイン分の楽曲を購

入するための代金が３１５円であるという情報とを含む，３０コイン（認証

情報）の発行を希望する信号（希望信号）である。

このように，被告方法においては，携帯電話機から一旦ＭＴＩサーバに対

し，３０コイン分の楽曲が購入できる３０コイン（認証情報）の発行を希望

する希望信号を発信し，ＭＴＩサーバはこれを受信している。

したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，コンピュータネットワー

クを介して前記携帯電話機から，当該携帯電話機を特定する情報と前記有料

情報等の代金に対応した情報とを含む認証情報の発行を希望する希望信号を

受信するステップ」（構成要件Ｂ）を備えている。

(3) 構成要件Ｃ充足性

甲３の画面⑧，⑩によれば，被告方法では，「承諾しＭＵＳＩＣ．ＪＰ３

００に登録」をクリックすることによって，ＭＴＩサーバが携帯電話機から

の希望信号を受信した後に，当該携帯電話機を特定する情報がＭＴＩサーバ

のデータベースに記録されているか否かを判断した上で当該携帯電話機をｉ

モードサーバに接続させていることが推認される。

したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，前記希望信号を受けて，

前記携帯電話機を特定する情報が決済管理サーバのデータベースに記録され



- 5 -

ているか否かを判断するステップ」（構成要件Ｃ）を備えている。

仮に，被告が主張するように，課金可能な携帯電話機のみがＭＴＩサーバ

にアクセスし得るという仕組みをこの段階以前に設け，ＭＴＩサーバが希望

信号を受信した時点で，ＭＴＩサーバがデータベースの検索を行わなかった

としても，課金可能な携帯電話機のみがＭＴＩサーバにアクセスし得るとい

う仕組みは，構成要件Ｃと均等であるといえる。

(4) 構成要件Ｄ充足性

甲３の画面⑧，⑩から画面⑪によれば，被告方法では，ＭＴＩサーバ（決

済管理サーバ）は，ｉモードサーバ（課金サーバ）に当該携帯電話機のため

に課金をさせる契機となるサーバであることからすれば，当該携帯電話機が

ｉモードサーバにアクセスする（画面⑪）に先立って，ＭＴＩサーバからｉ

モードサーバに対し，３０コインの発行にかかる代金３１５円を内容とする

情報（利用料金情報）を送信しているといえる。

したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，前記携帯電話機を特定す

る情報が前記データベースに記録されていると判断したときに，電話使用料

を課金している課金サーバに対して前記有料情報等の代金に対応した利用料

金情報を送信するステップ」（構成要件Ｄ）を備えている。

(5) 構成要件Ｅ充足性

被告方法においては，ＭＴＩサーバは当該携帯電話機を介してｉモードサ

ーバに対し，代金３１５円という利用料金情報を送金しているが，課金に関

しては，これを受信したｉモードサーバがＭＴＩサーバに対してリクエスト

を発信し，これを受けたＭＴＩサーバからマイメニュー登録のレスポンスの

返信を受けてｉモードサーバにおいて課金の処理をする。しかし，リクエス

トを受けたＭＴＩサーバにおいては何らの有意な判断をせずに単にレスポン

スを返信するだけであるから，ｉモードがリクエストを送信する段階で既に

課金処理は確定しており，ｉモードのリクエスト送信自体が課金済通知に他
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ならない。

したがって，被告方法は，「課金サーバが，前記有料情報等の代金に対応

した利用料金情報を受信し，前記有料情報等の代金に対応した利用料金を携

帯電話機の電話使用料金に対して加算して課金した後，課金済通知を決済管

理サーバに送信するステップ」（構成要件Ｅ）を備えている。

(6) 構成要件Ｆ充足性

被告方法においては，上記(5)のとおり，課金済情報であるリクエストを

ｉモードサーバからＭＴＩサーバが受信している。

したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，前記課金サーバから前記

課金済通知を受信するステップ」（構成要件Ｆ）を備えている。

(7) 構成要件Ｇ，Ｈ充足性

被告方法において，ＭＴＩサーバは，ｉモードサーバからリクエスト信号

を受けて，当該携帯電話機のために，代金３１５円に対応する，ＭＵＳＩ

Ｃ．ＪＰにおいて３０コイン分の楽曲を購入できる認証情報である３０コイ

ンを発行し，残高管理を行うために当該携帯電話機が３０コインを保有する

ものとしてデータベースに記録している。

したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，前記課金済通知を受けて

前記利用料金に基づく有料情報等を購入できる認証情報を生成するステッ

プ」，「決済管理サーバが，前記生成した認証情報を，前記携帯電話機を特

定する情報に関連付けて決済管理サーバのデータベースに記録するステッ

プ」（構成要件Ｇ，Ｈ）を備えている。

(8) 構成要件Ｉ充足性

甲３の画面⑭によれば，被告方法において，ＭＴＩサーバは，「ご登録あ

りがとうございました。」とのメッセージ，すなわち，当該携帯電話機が求

めたとおりにコインが発行された旨を通知することによって，３０コインと

いう認証情報を当該携帯電話機に送信している。
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したがって，被告方法は，「決済管理サーバが，コンピュータネットワー

クを介して前記認証情報を前記携帯電話機へ送信するステップ」（構成要件

Ｉ）を備えている。

以上のとおり，被告方法は，本件構成要件をすべて充足する。

３ 被告の反論

(1) 構成要件Ａの充足性に対し

原告らは，ＭＴＩサーバが決済管理サーバに対応し，コインが認証情報に

対応すると主張する。

しかし，本件発明は，決済管理サーバが情報提供者や電話会社のいずれと

も異なることを当然の前提としており，情報提供者のサーバであるＭＴＩサ

ーバが決済管理サーバであることはない。被告方法には決済管理者は存在せ

ず，決済管理者が運用する決済管理サーバも存在しない。また，原告らは，

コインが認証情報に対応すると主張するが，コインは認証情報に該当するも

のといえない。したがって，被告方法は，構成要件Ａを充足しない。

(2) 構成要件ＢないしＤの充足性に対し

原告らは，被告方法は，マイメニュー登録を選択すると，一旦，ＭＴＩサ

ーバにコインの発行を希望する希望信号を発信し，ＭＴＩサーバに接続させ

る方式を採用していると主張する。

しかし，被告方法は，原告主張に係る方法を採用するものではない。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

以上のとおり，被告方法は，原告ら主張に係る方法を採用していないか

ら，構成要件ＢないしＤをいずれも充足しない。なお，原告らは構成要件Ｃ

に関し均等論を主張しているが，被告方法は，原告ら主張に係る方法ではな

いから，その前提において失当である。

(3) 構成要件Ｅ，Ｆの充足性に対し

原告らは，被告方法は，「リクエストを受けたＭＴＩサーバにおいては何

らの有意な判断をせずに単にレスポンスを返信するだけであるから，ｉモー

ドがリクエストを送信する段階で既に課金処理は確定している」と主張す

る。

しかし，被告方法は，原告ら主張に係る方法を採用するものではない。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

以上のとおり，被告方法は構成要件Ｅ，Ｆを充足しない。

(4) 構成要件Ｇ，Ｈの充足性に対し

コインは認証情報に該当しないから，被告方法は構成要件Ｇ，Ｈを充足し

ない。

(5) 構成要件Ｉの充足性に対し

原告らは，登録完了の後に，端末がＭＴＩサーバにアクセスしたときに表
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示される「ご登録ありがとうございました。」（画面⑭）のメッセージが，

コインが発行された旨の通知であると主張する。しかし，画面⑭は，指定し

たＵＲＬへのリンクをユーザが選択したときに初めて表示される画面であり

（被告方法イ－８），ユーザが指定されたＵＲＬへのリンクを選択しない限

り表示されない。すなわち，信号の流れの観点からは，画面⑭は，原告らが

希望信号であると主張するマイメニュー登録に対応して表示される画面では

ない。

以上のとおり，被告方法は構成要件Ｉを充足しない。

第４ 当裁判所の判断

当裁判所は，被告方法には，本件発明の「決済管理サーバ」が存在せず，ま

た，本件発明の「認証情報」を用いていないから，被告方法は本件発明の構成

要件を充足しないと判断する。

１ 原判決の付加訂正

以下のとおり訂正付加するほか，原判決の「事実及び理由」欄の第４の１な

いし４記載のとおりであるから，これを引用する。

(1) 原判決２６頁７行目，２８頁２４行目，３２頁１０行目の「本件特許」

を「本件明細書」に改める。

(2) 原判決２８頁１２行目の「本件特許」を「本件発明」に改める。

(3) 原判決２８頁２２行目，３４頁７行目の「本件特許の明細書」をいずれ

も「本件明細書」に改める。

(4) 原判決３３頁１４行目の末尾に行を改めて次のとおり加える。

「原告らは，本件発明について，電話会社，情報提供者，認証情報管理者

及び利用者の４者が存在することが前提であって，同一の者が認証情報管理

者及び情報提供者を兼ねることは想定されず，認証情報管理者（決済管理サ

ーバ）は，情報提供者や電話会社のいずれとも異なることが必要であると解

釈することは，特許請求の範囲に基づかない解釈であると主張する。
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しかし，原告らの主張は，以下のとおり採用できない。すなわち，本件明

細書の発明の詳細な説明に記載された目的ないし解決課題である「情報提供

者や仮想店舗管理者等が電話会社との間で利用料金を課金する契約をしなく

ても，有料情報の閲覧，有料データのダウンロード，商品の購入等の際に発

生する代金を受け取ることができる決済方法を提供する」には，電話会社，

情報提供者，認証情報管理者及び利用者の４者が存在することが前提となる

のは，自然であり，同一の者が認証情報管理者及び情報提供者を兼ねると解

釈する余地はない。」

(5) 原判決３３頁２６行目から３４頁１行目の「当該携帯電話機を特定する

情報と前記有料情報等の代金に対応した情報とを含む認証情報」を「当該携

帯電話機を特定する情報と前記有料情報等の代金に対応した情報とを含む認

証情報の発行を希望する希望信号」に改める。

(6) 原判決３４頁２６行目から３５頁３行目までを次のとおり改める。

「以上の構成によれば，認証情報は，決済管理サーバがその課金済通知を

受信した上で生成されるものであるから（構成要件Ｆ，Ｇ），構成要件Ｂに

おいて「当該携帯電話機を特定する情報と前記有料情報等の代金に対応した

情報とを含む認証情報の発行を希望する希望信号を受信」するステップでは

認証情報は生成されていない。したがって，構成要件Ｆ，Ｇのステップより

前の構成要件Ｂのステップにおいては，認証情報は，まだ生成されていない

のであるから，「当該携帯電話機を特定する情報」及び「前記有料情報等の

代金に対応した情報」は，認証情報が，まだ生成されていないことを前提と

して，その発行を希望する意思表示の内容をなす情報と解するのが相当であ

る。そして，構成要件Ｇにおける「利用代金に基づく有料情報等を購入でき

る認証情報」との記載や構成要件Ｈにおける「前記生成した認証情報を，前

記携帯電話機を特定する情報に関連付けて決済管理のデータベースに記録す

る」との記載及び発明の詳細な説明における「【００３１】前記代金と同額
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の利用料金に基づく前記有料情報等を購入できる認証番号」との記載（本件

特許公報１５頁４行目，５行目）からみれば，認証情報は，当該携帯電話機

を特定する情報は含まず，有料情報等を購入することができることに関する

情報と解するのが相当である。」

(7) 原判決３５頁４行目の「本件特許公報」を「本件明細書」と改める。

(8) 原判決３５頁７行目，８行目を次のとおり改める。

「認証情報とは，利用者が提供を希望した特定の有料情報等を購入するこ

とができるとする情報と解される。」

(9) 原判決３５頁１９行目「いえない。」の後に行を改めて次のとおり付加

する。

「原告らが主張する「コイン」は，有料情報等を購入する際に利用可能な

ものであるとしても，特定の有料情報等に関係づけられたものではなく，Ｍ

ＴＩサーバから送信される「コイン数」は，単にＭＴＩサーバ内で管理され

ている残高コイン数（あるいは使用したコイン数）を認識するための通知に

すぎず，「認証情報」とはいえない。」

(10) 原判決３５頁２０行目から２１行目の「有料情報等の代金に対応した情

報を含む認証情報」を「利用者が提供を希望した特定の有料情報等を購入す

ることができるとする情報である認証情報」に改める。

２ 原告らの新たな主張に対する判断について

原告らは，被告方法においては，「承諾しＭＵＳＩＣ．ＪＰ３００に登録」

をクリックすることによって，当該携帯電話機から一旦ＭＴＩサーバに対し，

当該携帯電話機を特定する情報と３０コイン分の楽曲の代金が３１５円である

であるという情報とを含む３０コイン分の楽曲が購入できる３０コインの発行

を希望する希望信号を発信し，これを受信したＭＴＩサーバは，当該携帯電話

機を特定する情報が記録されているか否かを判断していると主張する。

しかし，本件全証拠によっても，被告方法が，マイメニュー登録の段階で，
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ＭＴＩサーバが携帯電話機から上記の希望信号を受信した後に，当該携帯電話

機を特定する情報がＭＴＩサーバのデータベースに記録されているか否かを判

断した上で当該携帯電話機をｉモードサーバに接続させる処理経路が採用され

ていることを認めることはできない。●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

以上のとおり，原告らの主張に係る被告方法が採用されていることについて

は，これを裏付ける的確な証拠はないから，構成要件充足性を判断するまでも

なく，原告らの主張には理由がない。

第５ 結論

以上によれば，原告らの主張は理由がない。原告らは，その他縷々主張する

が，いずれも理由がない。

よって，原告らの本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主

文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官
飯 村 敏 明

裁判官
大 須 賀 滋
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裁判官
齊 木 教 朗
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（別紙）

決 済 方 法 目 録

被告が運営する公式サイトのホームページ「iＭＥＮＵ」に表示されている「ミ

ュージック」のリンク先である，株式会社エムティーアイが楽曲のダウンロードサ

ービスを提供するウェブページ「Ｍｕｓｉｃ．ｊｐ」において提供されている楽曲

がダウンロードできるコインを，該楽曲をダウンロードする意思表示をした利用者

の携帯電話に対して発行し，当該コインによって楽曲をダウンロードする際に発生

する代金を当該コンピュータネットワークに接続された「エムティーアイサーバ」

を介して決済する決済方法


